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はじめに
　日本における道徳教育は，1958年に「道徳の時間」が特設されて以降，学校における教育活
動全体を通じて行われる道徳教育（いわゆる全面主義での道徳教育）と，道徳の時間に実施さ
れる道徳教育（いわゆる特設主義での道徳教育）の双方によって推進されてきた。2015年3月
27日に告示された『小学校学習指導要領』『中学校学習指導要領』の改訂によって，周知のよ
うに，この後者を「特別の教科である道徳」として「教科」とすることとなり，小学校におい
ては2018年度から，中学校においては2019年度から，それぞれ実施される予定である１。
　「特別な教科」としての道徳では検定教科書が導入されることとなっているが，教科化され
る以前においても，これまで副教材として「心のノート」「私たちの道徳」が使用されてきた
経緯がある。学習指導要領においてもこうした副教材においても，道徳教育で取り扱われる道
徳的諸価値の多くは，西洋にその出自を持つ伝統的な概念である。日本における道徳教育の

「要」として位置付けられる「道徳の時間」は，「特別な教科」として教科化されることとなっ
たとしても，検定教科書や実践において取り上げられる西洋由来の道徳的諸価値と無縁となる
わけではない。戦後の大きな岐路のひとつを迎えている現在の道徳教育の今後のあり方とその
方向性を念頭においた際に，こうした諸価値を常に原理的に問いながら，時代の要請に応え続
けていく必要がある。こうした立場から，私たちはすでに道徳教育における道徳的価値を分
析・検討することを基盤として，「寛容」「崇高」「畏敬の念」「自然愛」「家族愛」といった観
点から内容項目をめぐる諸問題について考察してきた２。本論文ではこれらの議論を受けなが
ら，さらに「自由」「自律」の観点から，考察したい。
　道徳教育において内容項目「自由」「自律」をどのように理解し，意味付けることができる
かという問いが本論文の主要な問いである。この問いに対して，本論では，次の手順で応答し
ていく。まず改訂された学習指導要領における「自由」「自律」の位置付けを確認する（第1節）。
その上で，「自由」「自律」概念のありようを，主に古代のプラトンと近代のカントの議論の対
比に基づいて原理的に考察する（第2節）。さらに，それらの概念を道徳教育の実践で使用され
る資料から具体的に分析すること（第3節）を通じて，道徳教育において「自由」「自律」を扱
う際の可能性と教育的課題について検討する（第4節）。最後に道徳教育において「自由」「自律」
を扱う際に求められる視点について言及し，教科化に際しての道徳教育の可能性について一定
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の示唆を得たい。

１　学習指導要領における「自由」「自律」
　本節では，学習指導要領における「道徳」及び「自由」「自律」の扱いについて概観する。
それに先立ち，2015年3月に小学校及び中学校の学習指導要領がそれぞれ一部改訂され，「特別
な教科　道徳」と位置付けられたことを踏まえ，まず旧版と改訂版とを比較し，改訂版の特徴
を描出しておく。
　改訂版「小学校学習指導要領」では第３章において「道徳」は「特別の教科　道徳」と位置
付けられ，その目標を「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸価値に
ついての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての
考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲を育てる」と設定している。旧
版の「目標」では「学校の教育活動全体を通じて，道徳的な心情，判断力，実践意欲と態度な
どの道徳性を養うこととする」とされ，さらに「道徳の時間」はこの目標に基づいて各教科等
との「関連」を意図しながら「道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを深め，道
徳的実践力を育成するもの」とされていた。このことから改訂版では，「道徳的価値の自覚」
や「道徳的実践力」といった言葉をより平易で具体的な表現へと書き改め３，「考えを深める」
点に力点が置かれているとみなすことができる。
　また，「道徳的な心情，判断力，実践意欲と態度を養う」と述べる旧版から，「道徳的な判断
力，心情，実践意欲と態度を育てる」と文言の順序を入れ替えている箇所も示唆的である。す
なわち改訂版で「道徳的な心情」を後景に退かせ，「道徳的な判断力」を前景に配置している
ことは，従来の道徳教育のあり方に対する反省を示すものだと考えられる。例えば，学習指導
要領解説では，これまでの道徳教育では「道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて
行うものとされてきた」点を指摘して「確固たる成果を上げている学校がある」と一定の評価
を示しつつも，三つの課題があることについても言及している。すなわち，（１）「歴史的経緯
に影響され，道徳教育そのものを忌避しがちな風潮があること」，（２）「他教科に比べて軽ん
じられていること」，（３）「読み物の登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指導が行われ
る例があること」の三点である。このうち，（３）で指摘される点は，国語と区別の困難な指
導の形態が多く見られた点を転換し，道徳科としての固有の指導のあり方をすすめていくとい
う方向性が示唆されている。
　この課題（３）の問題について，三宅晶子は，「道徳の授業の中で読まれるお話は，そもそ
も感動的な『美談』として描かれているが，『道徳』の授業で教えられる以上，いいお話正し
いお話という前提で提示され，感情移入が求められる」と指摘している４。三宅は，「子ども
たちも非常に活発に発言し，登場人物の心を読み取る発言が次々と続く」ような道徳の授業の

「成功例」が，他方で「教室全体で善意と真面目さとともに進行していく価値の一元化に向け
ての勢い」を持ってしまう点を挙げて，「不安」を吐露しながらも，「美談を使って予め価値が
決められた方向への感情移入を求める道徳教育」から脱して「広い意味でのシティズンシップ
教育」が求められると主張する。ここで三宅が指摘する「感情移入を求める道徳教育」は，学
習指導要領解説で反省が示される「読み物の登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指導」
と構造上重なり合う。このことが，道徳教育の方向性として示される「発達の段階に応じ，答
えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児童が自分自身の問題と捉え，向き合う『考える
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道徳』，『議論する道徳』へと転換を図る」という方針と合致しているという点は重要である。
たしかにこれまでの「道徳の時間」では「道徳的な心情」を育むことをねらいとした教材や授
業研究が数多く実践・蓄積されてきた一方で，「道徳的判断力」に関わる指導法の開発や研究
が十分に進んでおらず，それが実践上の課題になっているともいえる５。このように，「道徳
的判断力」を筆頭に出すことは，これまでの「道徳の時間」において「道徳的な心情」を取り
扱うことに偏りがあったことを是正しようとする動きを反映したものと理解することができる。
　次に内容項目についてはどのように把握できるだろうか。まず，内容項目のまとまりを示す
四つの視点として示されていた「主として自分自身に関すること」「主として他の人とのかか
わりに関すること」「主として集団や社会とのかかわりに関すること」「主として自然や崇高な
ものとのかかわりに関すること」については，枠組みとしては保持されている。ただし，「主
として自分自身に関すること」と「主として集団や社会との関わりに関すること」については
表記方法以外の変更はないが，「主として他の人とのかかわりに関すること」は「主として人
との関わりに関すること」に，「主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」は「主
として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること」に，それぞれ変更されている。いず
れの変更も，教科化の直接的な契機となった，いじめをめぐる事件への対応を想起させるもの
であり，生命の尊さを強調するものとなっている点が特徴である。
　これに加えて，構造的には，主に二点の変更が加えられた。すなわち（１）１・２・３・４
と順序付けられていたこれら４つが，Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄというアルファベット表記に変更された
こと，（２）そのうち特に集団・社会に関することが自然・崇高に関することの前に置かれ，
順序が変更されたこと，の二点である。
　（１）アルファベット表記に変更されたことによって，道徳科における内容項目のイメージが，
自己から出発し，他者や集団へ，そして自然・崇高へと向かっていく段階的な発達のプロセス
ではなく，それら４つの構成要素が関連しあったひとつの集合体として段階的に発達していく
プロセスと位置付け直され得る。これに応じてクラスや学年において道徳科を中心とした道徳
教育を実践する際により多様な指導の可能性が内包されることが目指されている。特に小学校
においては，学年ごとに内容項目の関連をより明確に示すことで，教員にとって次の学年や前
の学年を踏まえた指導を行いやすい構成となっているとみなすことができる。
　また（２）のような順序変更が加えられることによって，集団・社会の形成に関わる能力の
育成が到達地点であるのではなく，集団・社会・生命・自然・崇高といった概念はそれぞれ分
離することなく常に結びつきながら，生の豊かさを実現するためにコミュニケーションや他者
の尊重，生命の尊重や敬意といった内容を学べる指導方法の工夫を求めるものとなっていると
考えることができる。このことは，例えば中学校において，「Ｃ」で「よりよい学校生活，集
団生活の充実」として示される項目名と，「Ｄ」で「よりよく生きる喜び」として示される項
目名とを結びつけようとする場合，それをよりたやすくするといった構造によく示されている。
　以上から，旧版と改訂版は基本的な構造を共有しながら，内容的には大幅な組み換えが行わ
れているとみなすことが妥当であるように思われる。これを踏まえ，次に本論文の課題である

「自由」「自律」がどのように位置付けられているかを確認し，考察を加えたい。
　すでに考察したように，改訂版では４つの視点の下位項目である内容項目ごとの結びつきが
より明確に位置付けられているが，当該内容項目については，「Ａ　主として自分自身に関す
ること」の内で，次のように設置されている。
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　【小学校】
　［善悪の判断，自律，自由と責任］
　　〔第１学年及び第２学年〕
　　　　よいことと悪いこととの区別をし，よいと思うことを進んで行うこと。
　　〔第３学年及び第４学年〕
　　　　正しいと判断したことは，自信をもって行うこと。
　　〔第５学年及び第６学年〕
　　　　自由を大切にし，自律的に判断し，責任のある行動をすること。
　【中学校】
　［自主，自律，自由と責任］
　　　自律の精神を重んじ，自主的に考え，判断し，誠実に実行してその結果に責任をもつこと。

　これもすでに見たとおり，小学校から中学校への学年進行に応じて総合的に教育されること
が前提であるが，この内容項目では「自律」と「自由」のふたつの概念が中心的に設置されて
いることが分かる。山口匡は，学習指導要領における「自律」概念をふたつの文脈から整理し
ている６。すなわち，「『道徳性の発達』にかんするもの」と「道徳教育の具体的な『内容項目』
にかんするもの」である。このうち後者について特に着目すべき点を，（１）「自律の重要性に
ついての説明が，明らかにカント倫理学の基礎概念や用語を援用していること」，（２）「『相互
に深い関連をもっている』とされながらも，あくまでも自律が指導すべき『内容項目』のひと
つとして分類されているという事実」，（３）「『相互に深い連関をもっている』という理解が含
む問題性」の三点を指摘している。（３）については，自律的である，ないし自律的になるた
めには他者・自然・崇高・集団・社会との関係への理解を欠くことができないという指摘であ
る。この三点は，学習指導要領における「自律」の特徴を把握する際に重要であると目される。
　他方，「道徳性の発達」に関しては，改訂版では「発達の段階に応じ，答えが一つでない道
徳的な課題を一人一人の児童が自分自身の問題と捉え，向き合う『考える道徳』，『議論する道
徳』へと転換を図る」７という表現等に象徴されるように，引き続き「発達段階」を前提にし
ながらも，力点はむしろ「考える」及び「議論する」という能力・資質の育成に置かれている
という特徴が見られる。
　では，学習指導要領において示されるこれらの「自律」「自由」は原理的にどのように把握
することができるだろうか。また，内容項目に取り上げられている他の諸概念と同様に，これ
らの概念もまたヨーロッパに起源を持つ概念であるが，これらの概念史的背景はいかなるもの
であろうか。次節ではこの問題を取り扱いたい。

２　西洋における「自由」「自律」概念
　改訂学習指導要領における概念の組み合わせからも示唆されるように，「自律」概念は「自由」
概念と切り離すことが困難な概念である。「自己」についての問いをめぐって「自律」的なあ
り方を求めるあり方の原型は，ヘラクレイトスやエンペドクレス，デモクリトスといったソク
ラテス以前の哲学者にまで遡ることができる。三浦要は，彼らにおいて「自律性」とは，「不
合理な宗教的運命論の頸木から逃れて，欲求であれ情念であれ理性であれ，あるいはそれらの
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複合体であれ，ともかく自らが有する行為の内的起源に従って行為選択を行う，そのあり方自
体」のことを指すと指摘している８。三浦によれば，このように自己を捉えるとき，人間は，「行
為決定や人生の目的としての幸福の実現について，神ではなく人間を第一義的な主体であり帰
責される行為者」となる。このような自律的な自己を確立することは，「外的要因によってで
はなく，あくまでも内発的な要因によって行為選択を行う」自己の形態であると言えるが，こ
れは「神人同形論を排して，合理的な自然哲学を構築しよう」とする試みが背景となって，「伝
統的な『不死なるもの対死すべきもの』という対立構図を換骨奪胎し」たものとなったもので
あり，この流れはプラトンやアリストテレスにおいても継続されるものである９。例えばプラ
トンは，『パイドロス』で次のようにソクラテスに語らせている。

「だがこのぼくには，とてもそんなことに使う暇はないのだよ。なぜかというと，君，それ
はこういうわけなのだ。ぼくは，あのデルポイの社の銘が命じている，われみずからを知
るということがいまだにできないでいる。それならば，この肝心の事柄についてまだ無知
でありながら，自分に関係のないさまざまのことについて考えをめぐらすのは笑止千万で
はないかと，こうぼくには思われるのだ。だからこそぼくは，そうしたことにかかずらう
ことをきっぱりと止め，それについては一般に認められているところをそのまま信じるこ
とにして，いま言ったように，そういう事柄にではなく，ぼく自身に対して考察を向ける
のだ，――はたして自分は，テュポンよりもさらに複雑怪奇でさらに傲慢凶暴な一匹のけ
だものなのか，それとも，もっと穏和で単純な生きものであって，いくらかでも神に似た
ところのある，テュポンとは反対の性質を生まれつき分け与えられているのか，とね。」10

　パイドロスとの対話におけるこのソクラテスの言葉は，「デルポイの社の銘」によって示さ
れる自己のあり方から離脱し，「ぼく自身に対して考察を向ける」ことを宣言している。怪物
テュポンとの区別を明確にしながら，こうした「死すべき者」としての自己を探求することこ
そが，人間を「第一義的な主体」とする「自律性」としての自己の姿である。
　だが，このような「自律」のあり方は，近代以降のあり方とは原理的に区別され得る。近代
における「自律性」とは，自らの道徳法則に従うという意志における自律性として把握され，
その典型的な立場はＩ．カントであると言える。カントは，『人倫の形而上学の基礎づけ』

（1785年）において，「義務」概念を分析しながら，人間が従わなければならない道徳性の形態
を，いわゆる「定言命法」（kategorischer Imperativ）であるとみなした［GMS:A421/63］11。「命
法」には「仮言命法」と「定言命法」のふたつがある。「仮言命法」は，「自分にその命法の条
件が与えられるにいたるまで待たねばならない」ので「あらかじめそれがどのような内容を含
むであろうか解らない」ものだが，「定言命法」はそうではない［GMS:A420/62］。「定言命法」
は，「その法則の他にはただ，格率がこの法則に適合すべき必然性をふくむだけで」あって，「そ
の法則は（…）それが制限されるいかなる条件も含まない」ため，「行為の格率が適合すべき」
法則一般である。そして，この行為の格率が適合することのみを，定言命法は本来的に必然的
な命法として提示する［GMS:A421/62f.］。こうして，定言命法はただひとつ，「それが普遍的

4 4 4 4 4 4

法則となることを
4 4 4 4 4 4 4 4

，それによって汝が同時に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，欲しうるところのその格率に従ってのみ行為せ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

よ
4

」［GMS:A421/63］となる。カントが人間がしたがわねばならないと考える道徳性の形態は，
この「定言命法」である。この「定言命法」から，すべての「義務」（Pflicht）の命法は導か
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れることとなり，その義務の普遍的命法は「汝の行為の格率が汝の意志によって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，あたかも普
4 4 4 4 4

遍的自然法則となるであろうように行為せよ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」となる［GMS:A421/63］。他方で，「意志」（Wille）
は，「自己立法するものと

4 4 4 4 4 4 4 4 4

して，ちょうどそのゆえにはじめての法則（意志は自ら自分をこの
法則の創始者と見なしうるのである）に服従させられるものとみなされねばならないという仕
方で」，服従する［GMS:A431/78］。意志は道徳法則以外のすべてのものから自由であるわけ
だが，この道徳法則それ自体についても，自己立法する法則であるから，結果的に自らが立法
し，同時に普遍的でもある法に服従することがそのまま自由であることとなる。この意味で，

「自由な意志と道徳的諸法則のもとにある意志とは同一である」［GMS:A447/101］。
　このようにしてカントにおける道徳の原理は，定言命法に従いながら意志の自由も確保する
という自律性の形態をとる。このような自律性の形態についてヘッフェは，カントが「二重の
問い」に回答したと位置付けている。すなわち，「すべての道徳的行為にとっての概念と最高
の基準」については「定言命法」によって応え，「その概念と基準に従って行為できるための
究極的な根拠」については「自己立法」としての「意志の自律」によって応えているとみなし
ている12。ヘッフェが「定言命法は自律的意志を存立させる概念と法則とを挙げ，自律は定言
命法の要求を遂行することを可能にする」と構造化しながら主張しているように，たしかにカ
ントにおいて，このふたつの観点は相互に関連しあい，道徳法則に従いながらも自由であると
いう形態で分かちがたく結びついている。
　ただし，プラトンと同様にカントにおいても，神との関係はやはり念頭に置かれる。しかし，
例えば「命法」（Imperativ）に言及している次の箇所においても示唆されるように，その関係
は距離のあるものとして設定されている。

「それゆえ，完全に善い意志も〔不完全に善い意志と〕同様に客観的法則の（善い）意志に
服従するであろうが，しかしこのために，法則に適合した行為をなすように強制されたも

4 4 4 4 4 4

の
4

と考えることはできないであろう。何となればこの意志は自然にその主観的性質上から
しても，ただ善の表象によってのみ規定されうるからである。したがって神の

4 4

意志，一般
に神聖な

4 4 4

意志に対しては如何なる命法も妥当しない。べしということ
4 4 4 4 4 4 4

はこの場合にはふさ
わしくない。何となれば欲すること

4 4 4 4 4

がたしかに自然に法則と必ず一致するからである。し
たがって命法とは，意志一般の客観的法則が，このあるいはあの理性的存在者の意志，た
とえば人間の意志の主観的不完全性に対する関係をいいあらわす法式にすぎない。」

［GMS:A414/52f］

　プラトンが「デルポイの社の銘」から距離を取っているように，カントもまた，「神の意志」
が命法には妥当しないと述べることで，神から距離を取る。この際，プラトンが「死すべき者」
としての自己探求から自律性を獲得するという構図を与えるものであったのに対して，カント
は，「命法」そのものに神の概念を認めず，「人間の意志の主観的不完全性」から自律性を描き
出している。カントにおいて，「最高の善としての神の概念」は，「理性がア・プリオリに道徳
的完全性について考察し，また自由な意志の概念と不可分に結びつけるところの理念

4 4

」
［GMS:A409/45］からもつものである。
　このように，古代の自律性のあり方とは区別されるような形態として，近代において，特に

「自律」と「自由」との結びつきを不可分のものとみなしたのは，まさにこのカントであった。
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カントによれば，意志は，道徳法則以外のいかなるものからも独立したものであるという意味
で自由であり，同時に自ら立法した道徳法則に自ら従う点で自律的である。こうして「自由」
と「自律」は背反することなく，同時に成立する。では，道徳教育の実践の場においては，こ
の「自由」と「自律」はいかに実現されるのだろうか。ここまでの議論を踏まえ，次に道徳教
育における「自由「自律」について考察を加えることとする。

３　「模範」と「道徳的問答教示法」――道徳教育における「自由」「自律」の扱われ方
　前節において考察したように，学習指導要領「Ａ　主として自分自身に関すること」の内で
設置されている「自由」と「自律」の問題は，小学校にせよ中学校にせよ，まさに近代におけ
るとりわけカントの問題圏の範囲にある。本節では，さらにこの問題を道徳教育の文脈におい
て捉え直すこととしたい。
　カントは，『人倫の形而上学の基礎づけ』から12年後の『人倫の形而上学』（1797年）におい
て，「未熟な生徒に対する徳論の最初にして最も必要な教説の手段」として「道徳的問答教示法

4 4 4 4 4

」
（moralischer Katechismus）［MS:A478/413］13を提示している。この道徳的問答教示法は，「宗
教の問答教示法」に先行し，道徳的法則による「徳論から宗教への橋渡し」と位置付けられ，
しかも「たんに宗教論の中に挿入物として織り交ぜて講義されうるものではなく，むしろそれ
とは別に，それ自身だけで成り立っている全体」として講義されるべきものである［ibid.］。
また，道徳的問答教示法は生徒が「自分がいかに問うべきかをすら心得ていない」ため「教官
のみが質問者である」という形式をとり，「ソクラテス的対話教授法を許可しない」とされる

［MS:A479/414］。ただし，問答教示法は，「教義教授法
4 4 4 4 4

（教官が一人で語る）」や「対話教授法
4 4 4 4 4

（両方が互いに問いかつ答える）」と区別される教授法であり，「教官が生徒の理性から方法的
に誘導してくる応答は，容易に変更されるべきでない一定の表現の形をとって作成され，保存
され，したがって，生徒の記憶力にゆだねられ」るものである［ibid.］。
　ではこの際，教師自身はどのように位置付けられるのだろうか。カントは，「教官自身が立

4

派な模範
4 4 4 4

となること（模範的な態度をとること）」や「他人への見せしめ
4 4 4 4

となること」は「ま
だ教養されていない」者にとっては「徳を育成する実験的（技術的）手段」であるが，そうし
た者以外にとっての「模倣したり警告したりする性癖に対して示される模範

4 4

（Exempel）14（…）
の力」については，他人が与えるものが「いかなる徳の格率をも基礎づけることはできない」

［MS:A479/414f.］としている。「徳」とは，「自分の義務を遵奉することの内に存する人間の意
志の道徳的強さ」と規定されるが，ただしこれは，いかなる衝動にも妨げられず，すべてを法
則に従って自ら進んで行うことのできる「神聖な（超人的な）存在」に帰されるものとは区別
されている［MS:A405/307］。だから，徳が完全な形であるとすれば，それは「人間が徳を所
有する」のではなく，「あたかも徳が人間を所有するかのように表象される」こととなる

［MS:A406/308］。
　だからこそ，カントにとって，徳の格率とは「それぞれの人間の実践理性の主体的自律にお
いて成りたつもの」であり，そのため，他者の振る舞いを「模範」として教え込むことによっ
て，徳の格率が基礎付けられることはない［MS:A480/415］。むしろ「あの善良な少年を模範
にせよ」と教師が命じることは，その命じられた生徒にとっては，自分の欠点を明らかにする
だけであるから，その「善良な少年」を憎むことはあっても，徳の格率を基礎付けることには
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ならないことになる［ibid.］。だから，教師にとって重要なことは，そうした「模範」を「手本」
として役立てようとするのではなく，また，「他人との比較ではなく，いかにあるべきかとい
う（人間性の）理念との比較，それゆえ法則との比較」によって規準を与えることであると，
カントは言う［ibid.］。
　カントの文脈に従えば，日本のこれまでの道徳教育においてしばしば取り上げられてきた偉
人伝における偉人や，道徳教材における模範的な登場人物を「模範」ないし「手本」としてそ
のまま命法として提示するだけでは，子どもの「徳の格率の基礎づけ」には効果がないことに
なる。むしろ命法として提示する必要があるのは道徳法則であり，しかもそれは子どもの主体
的自律性において成立させる必要がある。こうしたことを成立させるのが，道徳的問答教示法
である。では，道徳的問答教示法はどのようになされるのだろうか。カントは次のような「断
片」を示しながら，その具体を示している。

「教官：さて，汝が幸福にあずかりながら，しかもまたそれに値するものであるためには，
どうすればよいかを知るための規則や指示は，全くひとり汝の理性

4 4

の内にのみある。
（…）すなわち，汝自身の理性が汝に対して，まさに汝がなにをなすべきかを教え，
そして命ずるのである。たとえば，もし汝が，絶妙な虚言

4 4

を思いつき，それによれ
ば汝あるいは汝の友人に莫大な利益を与えることができ，しかもなおそれのために
誰も他の人に害をおよぼさないというような場合に遭遇したとすれば，汝の理性は，
それに対してなんというか。

生徒：その利益が私や私の友人にとっていかほど大きなものであっても，私は嘘をつくべ
きではありません。嘘をつくということは，卑劣

4 4

なことで，人間を幸福に値しない
4 4 4 4

ものにしてしまいます。――ここに私が従わなくてはならない理性の命令（あるい
は禁令）による無条件的強制があります。これに対しては，私の傾向性のすべては
沈黙しなければなりません。

教官：このような理性によって直接的に人間に課せられた――理性の法則に従って行為せ
よという――必要性を何と呼ぶか。

生徒：それは義務
4 4

と言います。
教官：それだから，人間にとっては，自分の義務を遵奉することが，幸福に値するための

普遍的で，しかも唯一の条件であり，これとそれとは同じことなのである。」
［MS:A481f./418f.］

　「教官」と「生徒」とのやりとりは最初から活発だったわけではない。引用箇所は「６」と
題されたやりとりの後半部分であるが，「１」や「２」といった前半部分では，「汝の人生にお
ける最大の，いやそれどころか全き要求はなにか」といった教師の問いに対して「（黙して答
えず）」と，答えることができない状態から始まっている。しかし教師は，叱ったり答えを無
理に出させたりするのではなく，生徒に対して「（理性を指導しながら）言い含めてやる」こ
とを重視している［MS:A480/416］。この際，義務が「単なる実用的な処方に溶け込んでしまう」
ことのないように，「行為における徳の尊厳」を「あらゆるものを超えて高められる」ように
気を配り，意識の中に宿る「高貴さ」が消失しないように問答を進めている［MS:A483/420］。
こうして，義務の分析を共に行いながら，道徳的な「教養のない者」に自らの「分別」を吟味
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させ，「理性
4 4

の開拓」を実現することが教師の役割となる15。
　こうした道徳的問答教示法のあり方は，これからの道徳科の方向性にとって示唆的である。
道徳科では検定教科書の導入が見込まれるが，その内容にはこれまでに広く利用されてきた

「読み物資料」も数多く含まれている。道徳科における指導内容によって「考え，議論する道徳」
を実践することが求められることになるが，それを通じて，学習指導要領と道徳科の設置の趣
旨と合致する「徳の格率の基礎づけ」を実現するためには，モラル・ジレンマやモラル・スキ
ル・トレーニングといった指導方法に加えて，カントの「断片」に示されるような教師と子ど
もの問答のあり方を実現する教育方法もまた，有効性を持つと考えられる。以上の議論を踏ま
え，次に道徳教育の教材を分析することを通じて，「自由」「自律」を取り扱う教材のあり方と
教育可能性を検討したい。

４　道徳教育において「自由」「自律」をいかに実践するか
 ――『心ゆたかに』における「自由」「自律」を示す資料分析と教育的課題
　本節では，ここまでに明らかになったことをもとに，道徳教育における内容項目「自由」「自
律」について道徳教育の教材を利用して，具体的に分析することを試みる。ここまでの「自由」
及び「自律」概念の理解をふまえ，静岡県の小学校道徳副読本『心ゆたかに』（発行：静岡県
出版文化会）を分析することで、「自由」「自律」の内容項目のあり方について考察する。小学
校用に準備された本教材で「自由」「自律」が登場するのは，小学校５年生用と小学校６年生
用である。小学校１年生用から小学校４年生用までには，内容項目として「自由」「自律」は
取り上げられておらず，取り上げられているのは，小学校１年生・２年生用では「善悪の判断」
及び「勇気」，小学校３年生・４年生用では「勇気」である。つまり，小学校段階においては，「善
悪の判断」から「勇気」，さらに「自由」「自律」へと発達するというプロセスを辿って子ども
の道徳性の発達を導くという構想に基づいて構成されていることが読み取れる。そして，この
小学校段階のプロセスは，中学校では「自主」「自律」へと引き継がれていく（中学校道徳副
読本『心ゆたかに』（発行：静岡教育出版社））。
　すでに第１節において改訂学習指導要領の特徴のひとつを，「発達段階」を前提にしながら

「考える」及び「議論する」とい能力・資質の育成に置かれていることにあると指摘したが，『人
倫の形而上学』におけるカントもまた，「発達段階」を前提としている。例えば，「人間が次第
に脚を踏み入れてゆく年齢や性別や身分のような段階の相違」［MS:A483/420］といった表現
はまさに発達段階を想定したものであり，いかなる発達段階にあろうとも，問答式道徳教示に
おいては，生徒の内部に宿り生徒をとりまく「自然のあらゆる力と戦闘に入り」，それが生徒
の「道徳的原則と闘う」場合に，その生徒の内部にあるいかなるものが「それらを克服しよう
とする」のかという問いは，リアリティを持って迫り得るとしている［ibid.］。このような問
いにリアリティをいかに与えるかという問題は，きわめて今日的な課題である。
　本節では，内容項目「自由」「自律」を直接的なテーマとしている高学年の段階を取り上げ，
考察を加えることとする。例えば，小学校６年生用副読本には「おみやげぶくろ」という資料
が設定されている。この資料は，修学旅行での一場面を題材とした読み物資料である。以下，
内容を概観する16。
　修学旅行で「健」が楽しみにしていたのは，「男女２人ずつの４人の班で，決められた場所
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は通らなければならない」と決められている以外は，「班で自由に行きたいところを計画して
行ける」鎌倉での班行動であった。班長である「由美子」を中心に計画を立て，「『自分勝手な
行動をしない』という班のめあて」を事前に決め，第一日目は予定通りに行動していたが，「鎌
倉の大仏のある高徳院」を訪問した際に，まだ感想のメモをとっている「由美子」と「和子」
を残して，感想を書き終わった「健」と「光男」は先に進もうとする。男子二人に「自分勝手
に行かないでよ」と抗議する女子に対して，「自分勝手じゃないぞ。おそい女子が悪いんだ。」
と反論して先に進み，土産物屋に行ってしまう。「自分のおこづかいを自由に使い，修学旅行
の記念になるような，すてきな品物」を買おうと意気込む「健」は，土産物を選定する時間が
確保できるように「自由時間にしようよ」と三人に提案する。この提案は全員に受け入れられ
たが，「金色の鎌倉の大仏の絵がついたペナント」を探しても見つからない「健」は，「走れば
間に合う」と思われる「さっきのお店」まで「自由時間だし，自由さ」と考えて戻り，しかも

「ほかにもよさそうなもの」「もっと安いもの」を求めて店の奥を探し回る。「健」は，結果的
に望みの土産物を入手することはできたものの，バスの時刻に間に合わず，結果的に班の全員
がバスに乗り遅れてしまう。「次のバスの時刻」や「今後の予定」について話し合う三人の話
を聞きながら，「健」は「軽いはずのおみやげぶくろがずっしりと重く」感じられた。
　以上のような内容が示される「おみやげぶくろ」という読み物資料は，「自由」を求める気
持ちと，それと対立し得る「ルール」や「規律」との葛藤を主題としている。特に，主人公の
少年の思考において「自由時間だから自由である」「自由に行動することは自分勝手ではない」
といった考え方が示され，それは，自分たちが決定して決めた「自分勝手な行動をしない」と
いう規律との対立に気づきながらも，自己の自由を優先する選択を遂げるという姿勢に焦点化
されている。このような主題は，多くの子どもが経験する修学旅行や遠足といった集団行動の
際に，多かれ少なかれ経験するものであろう。この意味で，子どもにとっては「リアリティ」
のある題材と言える。
　では，「おみやげぶくろ」という教材を，道徳教育として道徳の時間や道徳科において実践
する場合，どのような可能性があるだろうか。本副教材の『指導書』では，「互いの自由を大
切にしながら，けじめのある規律正しい行動をとる態度を養う」ことが「ねらい」とされてお
り，「この時期の児童は，束縛されることを嫌い，『自由にさせて』という言葉をよく使うが，
現実には，自由と自分勝手をはきちがえている場合が多い」という児童に実態に鑑みて，この
読み物資料を通じて「学校生活を営む中で，自他の自由を尊重しながらけじめのある生活がで
きるよう，真の自由について考えさせたい」とされている17。あわせて，「自己の自由を大切
にし，他者もまた自由を追求していること」を認識することで，「規律ある行動」や「互いに
支え合」う態度を養うことも，「ねらい」とされている。
　『指導書』では，この「ねらい」に沿って，学校生活の中で自由について考える「導入」から，
本読み者資料を読み，また今までの自己を振り返って話し合う「展開」を通じて，「自分勝手
な行為に気付き，自分勝手なことをしなかったので友達ともうまくいった」という内容の教師
の話を聞く「終末」が例示されている。『指導書』の提案は，たしかに限られた時間の中で，「規
律ある行動をとる態度を養う」ことを目的とするならば，教師が子どもの学習活動として質の
高い活動にしやすい構造を与えていると言える。ただし，改訂版学習指導要領と道徳科におい
て，子どもの「発達段階」を踏まえた「考える道徳」「議論する道徳」という能力・資質の育
成を主眼において実践を重ねていく際には，さらに踏み込んだ指導内容にしていく必要がある。
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単に「規律ある行動をとる態度を養う」だけでなく，例えば「そもそも『自由』や『自律』と
は何か」といった問いや，「自分の『自由』と他者の『自由』が相反する場合に，人はどのよ
うに『自律』的に行動すべきか」，そして「その行動が道徳的であるならば，どのような根拠
を持つのか」といった問いを考え，議論することが求められる。
　同時に，「終末」において教師の講話を伝達する際には，特に注意が必要となる。これは，
前節までに考察してきたように，カントが提示する道徳的問答教示法と対極に位置付けられる
やり方に陥るおそれがあるからである。教師の講話によって提示される「模範」や「手本」が
命法として提示されるにすぎない場合，子どもの「徳の格率の基礎づけ」は期待しにくい。改
訂版学習指導要領解説でも注意が促されているように，「主体性をもたずに言われるままに行
動する」ような指導は，「道徳教育の目指す方向の対極にある」と位置付けられるものだが18，

「模範」や「手本」のもつ性質は，こうした指導を招きやすいため，一層注意が求められる教
育的課題であると指摘できる。

おわりに
　ここまで本論文では，改訂された学習指導要領における「自由」「自律」の位置付けを確認
した上で，日本の道徳教育における内容項目「自由」「自律」の概念上の起源を探りながら，
古代のプラトンと近代のカントの議論の対比を通じて，その概念的な枠組みを特徴付けてきた。
この過程で，カントの道徳的問答教示法に着目して，その方法論の可能性を明らかにした。さ
らに，この議論を基盤として，特に「道徳の教科化」を控えていることを念頭に置き，実際に
授業のなかで「自由」「自律」という価値項目を取り扱う意味や留意すべき点等について検討
を加えてきた。これにより，「自由」「自律」概念の今日的な意義と課題について，教師と子ど
もの関係という観点から，教育的な可能性と課題を描き出した。
　カントは『教育学』（1803年）において，「人間は教育されなければならない唯一の被造物で
ある」と規定しながら，「教授」行為の意味を「積極的な教化」と位置付けた上で，最終的な
教化を「徳化」（Moralisierung）にみている。いわば，教育の最終的な目標は，人間の道徳的
形成であるとみなされたわけだが，だとすれば本論文で考察した「道徳的問答教示法」は，教
育の最終目標に関わる看過できない意義を持つことになる。「宗教的な運命」や「神の意志」
に基づくある種の強制からいかにして距離をとることができるかという問題と向き合うことで，
近代以降，人間は教育を通じて「理性の開拓」を実現し，自律的な存在であることに独特の意
義を見出してきた。他律的な「命法」としての機能から距離をとり，こうした問題圏のうちで

「自律」と「自由」の問題を捉え直すことこそが，「考える道徳」と「議論する道徳」を実現す
る方向性であると言えるだろう。
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